
岩倉市緑地協定事務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、都市緑地法（昭和４８年法律第７２号。以下「法」

という。）に定める緑地協定の認可等に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

（緑地協定の認可申請） 

第２条 法第４５条第４項及び第５４条第１項の規定に基づく認可の申請

は、緑地協定認可申請書（様式第１）に次に掲げる書類を添付して行う

ものとする。 

(1) 緑地協定書 

(2) 緑地協定区域の位置図 

(3) 緑地協定区域の範囲を表す図面 

(4) 法第４５条第４項に基づく協定の場合にあっては、緑地協定合意書

（様式第２） 

（緑地協定の変更又は廃止の認可申請） 

第３条 法第４８条第１項の規定に基づく認可の申請は、緑地協定変更認

可申請書（様式第３）に変更に関する土地所有者等の同意が確認できる

書類を添付して行うものとする。 

２ 法第５２条第１項の規定に基づく認可の申請は、緑地協定廃止認可申

請書（様式第４）に廃止に関する土地所有者等の同意が確認できる書類

を添付して行うものとする。 

（緑地協定の認可等） 

第４条 市長は、法第４７条第１項（法第４８条第２項において準用する

場合を含む。）、第５２条第１項又は第５４条第２項の規定に基づく認可

をしたときは、緑地協定・緑地協定変更・緑地協定廃止認可書（様式第

５）を当該認可の申請をした者に交付するものとする。 

（雑則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年１１月１日から施行する。 

  



様式第１（第２条関係） 

 

年  月  日 

 

緑地協定認可申請書 

 

 

 岩倉市長 様 

 

申請者 

住所 

氏名           

 

 

 都市緑地法（第４５条・第５４条）の規定に基づき、別紙のとおり緑地

協定を締結したので、認可されるよう申請します。 

 

 

１ 緑地協定の名称 

 

２ 緑地協定の区域 

 

３ 緑地協定区域の面積 

 

４ 土地所有権者等の人数     

土地の所有者        人 

    建築物等の所有を目的とする 

     地上権者 予定      人 

     賃借権者         人 

    合計            人 

     計画戸数         戸 



様式第２（第２条関係） 

 

緑地協定合意書 

 

協定者 

氏名 住所 

緑地協定区域内に所有

し又は地上権若しくは

賃借権を有する土地の

地名、地番 

面積 

代表者   ㎡ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



様式第３（第３条関係） 

 

年  月  日 

 

緑地協定変更認可申請書 

 

 岩倉市長 様 

 

申請者 

住所 

氏名           

 

 

都市緑地法第４８条の規定に基づき、認可された緑地協定を変更したの

で、認可されるよう申請します。 

 

 

１ 緑地協定の名称 

 

２ 緑地協定の変更内容 

 

 

 

３ 緑地協定の変更理由 



様式第４（第３条関係） 

 

年  月  日 

 

緑地協定廃止認可申請書 

 

 岩倉市長 様 

 

申請者 

住所 

氏名           

 

 

都市緑地法第５２条の規定に基づき、認可された緑地協定を廃止したの

で、認可されるよう申請します。 

 

 

１ 緑地協定の名称 

 

２ 緑地協定の廃止理由 



様式第５（第４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

緑 地 協 定 

緑地協定変更  認可書 

緑地協定廃止 

 

                様 

 

                 岩倉市長 

 

 

  年  月  日付けで申請のありました 

緑地協定 

緑地協定の変更  については、認可します。 

緑地協定の廃止 

 

 

１ 緑地協定の名称 

 

２ 緑地協定の区域 

 

３ 緑地協定の面積 

 

４ 緑地協定の同意者数 

 

５ 緑地協定の有効期間 

 

認可条件 

 


